
再生可能エネルギー利活用事業における官民連携手法の検討調査業務 

公募型プロポーザル企画提案書作成要領 

 

１ 提出書類（いずれも様式は任意） 

 （１）企画提案書 

 （２）企画提案書概要 

 （３）業務の実施体制 

 （４）業務の実施計画書 

 （５）経費見積書 

 

２ 提出部数 

  正本１部 副本５部 

 

３ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は配達証明付き一般書留に限る。）による。 

 

４ 提出期限 

  平成２４年９月２４日（月）午後５時（必着） 

 

５ 提出先 

  〒９８６－０７２５ 

  南三陸町志津川字沼田５６番地２ 

  南三陸町 復興企画課 復興政策係 

  電話０２２６－４６－１３７１ 

 

６ 受理の通知 

  提出書類が期限までに郵送で到着し受付されたときは、提出者に対して書類が到達したこと

を電子メールで連絡する。 

 

７ 提出書類に記載すべき内容 

 （１）企画提案内容 

    別添「委託仕様書」に沿って記載すること。 

    なお、委託仕様書に記載されている以外の事業をより効果的に実施するための提案  

する場合は、その旨が分かるように明記すること。 

 （２）実施体制 

    ア 本業務の管理責任者及び主たる担当者（業務ごとに異なる場合は業務ごとの主たる

担当者）について、所属、氏名、主な実績（類似業務の担当実績等）及び取得資格等

を記載すること。 

イ その他の担当者については、所属別の配置人数を記載すること。 



ウ 管理責任者、主たる担当者、その他の担当者及び他の協力機関との関係を表す体制図 

を記載すること。 

（３）実施計画書 

    提案内容に基づき、業務の実施スケジュールを記載すること。 

   なお、委託期間は契約締結日から平成２５年３月２９日までを予定している。 

 （４）経費見積書 

    業務に必要な経費について、概要書における業務内容及び提案内容に基づき積算するこ 

と。積算にあたっては、提案項目ごとの直接経費、提案項目に共通して生じる経費及び消 

費税等を記載し、各積算項目の内訳についても記載すること。 

    なお、概要書に記載されている以外の事業をより効果的に実施するための提案をする 

場合は、基本的には業務委託の対象とはしない。 

 

７ 企画提案についての留意事項 

 （１）企画提案書は１社１提案までとする。 

 （２）提案書を受付した後の追加及び修正は原則認めない。 

 （３）提出された企画提案書が次に該当する場合は無効とする場合がある。 

    ア 虚偽の内容が記載されている場合 

    イ 本要領の規定に適合しない場合 


